
 

日々雇用者（雇い上げ）傷害保険 仕様書 

 

１ 保険の種類 

  傷害総合保険又は団体総合保障制度費用保険 

 

２ 対象者 

  門真市の保健福祉センター診療所の業務（健診、訪問業務及び障がい者（児）歯科診

療も含む）に従事するもので、報償費により雇用する雇い上げまたはアルバイトもしく

は委託、委嘱者で公務員災害補償制度が適用されない者 

 （医師【内科、小児科、歯科、麻酔】、薬剤師、看護師、医療従事者、歯科衛生士） 

 

３ 保険期間 

  令和７年５月 1日から令和８年５月１日まで 

 

４ 補償内容及び保険料 

被補償者 補償内容 

医師 

薬剤師 

死亡・後遺障害 ：2,400万円以上 

入院日額    ：15,000円以上 

通院日額    ：10,000円以上 

看護師 

医療従事者 

歯科衛生士 

その他従事者 

死亡・後遺障害 ：1,600万円以上 

入院日額    ：10,000円以上 

通院日額    ： 5,000円以上 

 

  上記の保険には、手術保険金が自動付帯されていること。（入院日額に手術の種類に応

じて定めた倍率【10倍・20倍・40倍】を乗じたもの） 

 

  勤務地への往復途上や地震等の天災によって被ったケガも補償の対象とすること。 

  また、一般的なケガ以外に、感染症（肺炎、肝炎（Ｂ型・Ｃ型）、結核、ＨＩＶ感染症

（エイズ）、梅毒、皮膚感染（カンジダ症、白癬症、帯状疱疹、単純ヘルペス、紅色陰

癬等）、流行性角結膜炎、腸管感染症（コレラ、腸チフス、細菌性赤痢等）、院内感染症

（ＭＲＳＡ）等）も補償の対象とします。 

 

５ 算出根拠 

  開催予定日数（診療 172日/健診 101日/訪問 760日） 

  医師・薬剤師：10名（年間の総時間：5,888時間） 

  看護師、医療従事者、歯科衛生士等：18名（年間の総時間：10,601時間） 

 

６ 支払方法   

  令和７年５月 31日までに前払い。 



 

７ その他 

 本仕様書に関し疑義が生じたときは、発注者受注者協議して取り決めるものとする。 


